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相続税、準備調査から
着手まで当局は何をする？
　本特集では、相続税実地調査における準備調査から調査着手までの事務処理フローについ
て、東京国税局の資料に基づき紹介する。準備調査では「ネガティブチェックシート」を用い
て課税価格等の減額要素を確認。事前通知から調査着手までの期間が長い事案では、「被相続
人に関するお尋ね」等により聴取調査項目の事前書面照会を行うなどとしている。

ネガティブチェック、聴取調査項目の事前照会……

相続税、準備調査から
着手まで当局は何をする？

相続税の実地調査ではどのような事案が選定されますか。

相続税実地調査における準備調査はどのように行われますか。

　相続税実地調査の対象事案は、追徴税額の最大化を図るため高額な追徴税額が見込ま
れる事案を選定し、統括官部門では指導育成対象職員一人当たり1件を目安に「特選事

案」も選定しているようです。
　また、無申告事案については、「相続税選定支援ツールRIN」に申告要否検討表回答内容、署
内資料、局内保有情報及び照会回答等を入力して見込追徴税額を算出することで、より高額な追
徴税額が見込まれる事案を選定するとしています。
　なお、事案の担当者は、調査事務経験年数等に応じ、総遺産価額の階級を含む事案の内容、重
加賦課見込の蓋然性などを勘案して決定されます。

　調査事案を担当者に交付する際、統括官等は、臨宅調査までの投下日数を示して準備
調査を指示し、問題点、重加賦課見込の蓋然性、事案のポイント、調査実施上の留意点

などを説明します。準備調査では、統括官等の助言・指示事項を踏まえ、土地や株式評価の適否
の検討及び各種資料情報を念査し、把握した要調査項目等を「相続税準備調査書」に記載すると
ともに、「ネガティブチェックシート」（16頁表参照）を活用して課税価格等の減額要素を確認
します。
　なお、①文書照会に未回答の金融機関等に対する督促、②取引内容の解明が必要な金融機関等
に対して文書照会を実施していない場合の追加照会については、把握した都度、速やかに実施す
るとしています。
　準備調査から調査着手までの事務処理フローは、図を参照。
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